
厚生労働省発職 1216第２号

令 和 元 年 1 2 月 1 6 日

労働政策審議会

会長 鎌田 耕一 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信

別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

案要綱」について、貴会の意見を求める。
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

特
定
短
時
間
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
雇
用
の
継
続
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
例
給
付
金
制
度
等

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
特
例
給
付
金
（
三
に
お
い
て
単
に
「
特
例
給
付
金
」
と
い
う

。
）
は
、
対
象
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
は
、
十
時
間
以
上
二
十
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
。

三

特
例
給
付
金
の
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

調
整
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
各
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

基
準
に
適
合
す
る
事
業
主
の
認
定
等

一

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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二

認
定
の
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

１

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
安
定
に
関
す
る
取
組
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

（一）

（三）

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
十
第
一
号
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
二
に
お
い
て
「
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
に
関
す
る
取
組
を
除

く
。
）
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
評
価

（一）

（三）

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数
の
合
計
（
４
に
お
い
て
「

取
組
に
係
る
合
計
点
数
」
と
い
う
。
）
が
、
五
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

体
制
づ
く
り

（一）
項
目

評
価

点
数

組
織
面

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

人
材
面

特
に
優
良

二
点
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優
良

一
点

仕
事
づ
く
り

（二）
項
目

評
価

点
数

事
業
創
出

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

職
務
選
定
及
び
創
出

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

障
害
者
就
労
施
設
等
へ
の
発
注

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

環
境
づ
く
り

（三）
項
目

評
価

点
数

職
務
環
境

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点
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募
集
及
び
採
用

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

働
き
方

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

キ
ャ
リ
ア
形
成

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

そ
の
他
の
雇
用
管
理

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

２

次
の

及
び

に
掲
げ
る
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
取
組
の
成
果
（
指
定
就
労
継
続
支
援

（一）

（二）

Ａ
型
を
受
け
る
者
に
関
す
る
取
組
の
成
果
を
除
く
。
）
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
表
の
上
欄

（一）

（二）

に
掲
げ
る
項
目
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
評
価
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
付
し
た
点
数
の
合
計
（
４
に
お
い
て
「
取
組
の
成
果
に
係
る
合
計
点
数
」
と
い
う
。
）
が
六
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

数
的
側
面

（一）
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項
目

評
価

点
数

雇
用
状
況

特
に
優
良

六
点

優
良

四
点

良

二
点

定
着
状
況

特
に
優
良

六
点

優
良

四
点

良

二
点

質
的
側
面

（二）
項
目

評
価

点
数

満
足
度
及
び
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

特
に
優
良

六
点

優
良

四
点

良

二
点

キ
ャ
リ
ア
形
成

特
に
優
良

六
点
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優
良

四
点

良

二
点

３

次
の

及
び

に
掲
げ
る
１
及
び
２
の
事
項
に
関
す
る
情
報
開
示
（
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
を
受
け
る
者
に
関
す

（一）

（二）

る
情
報
開
示
を
除
く
。
）
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
及
び
中
欄
に

（一）

（二）

掲
げ
る
評
価
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数
の
合
計
（
４

に
お
い
て
「
情
報
開
示
に
係
る
合
計
点
数
」
と
い
う
。
）
が
二
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

取
組
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）

（一）
項
目

評
価

点
数

体
制
、
仕
事
及
び
環
境
づ
く
り

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

成
果
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）

（二）
項
目

評
価

点
数

数
的
側
面

特
に
優
良

二
点
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優
良

一
点

質
的
側
面

特
に
優
良

二
点

優
良

一
点

４

取
組
に
係
る
合
計
点
数
、
取
組
の
成
果
に
係
る
合
計
点
数
及
び
情
報
開
示
に
係
る
合
計
点
数
の
合
計
が
二
十
点
以
上

（
特
例
子
会
社
に
あ
っ
て
は
、
三
十
五
点
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

５

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

法
定
雇
用
障
害
者
数
以
上
の
対
象
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十

（一）
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
）
。
な
お
、
特

例
子
会
社
が
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
定
雇
用
障

害
者
数
以
上
の
対
象
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

対
象
障
害
者
（
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
を
一
人
以
上
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

（二）
６

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
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認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
（
１
か
ら
５
ま
で
に
定
め
る
基

（一）
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
取
消
し
の
日
前
に
認
定
に
つ
い
て
辞
退
の
申
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力

（二）
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
、
暴

（二）

力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
又
は
暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
業
務
の

補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
又
は
同
条
第

（三）
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
者

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
雇
用
に
係
る
国
の
助
成
金
、
補
助
金
又
は
給
付
金
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「

（四）

（四）

雇
用
関
係
助
成
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
雇
用
関
係
助

成
金
等
の
支
給
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（五）

三

認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
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、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

商
品

（一）

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物

（二）

商
品
、
役
務
又
は
事
業
主
の
広
告

（三）

商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
用
い
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録

（四）

事
業
主
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

（五）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
情
報

（六）

労
働
者
の
募
集
の
用
に
供
す
る
広
告
又
は
文
書

（七）
四

認
定
を
受
け
た
事
業
主
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
、
認
定
に
つ
い
て
辞
退
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

五

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
及
び
そ
の
取
消
し
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長

に
委
任
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
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一

地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
の
求
め
に
応
じ
、
障
害
者
雇
用
活
躍
推
進
計
画
の
作
成
に
関
す
る
必
要
な
助
言
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。


